
令和5年度 有料道路「 修善寺道路」 料金徴収業務委託特記仕様書

（ 適用）

第１条 この仕様書は、静岡県道路公社（ 以下「 甲」 という。） が受託者（ 以下「 乙」 という。） へ発注

する令和5年度有料道路「 修善寺道路」 料金徴収業務委託に適用する。

（ 委託道路）

第２条 この契約で料金徴収業務を委託する道路は、有料道路「 修善寺道路」（ 伊豆市修善寺から伊豆

の国市田京まで） とし、路線図は別紙1のとおりとする。

（ 委託期間及び委託料の支払い）

第３条 この契約の期間は、契約締結日から令和9年3月31日までとし、このうち料金徴収期間は、

令和6年度は令和6年4月1日から令和7年3月31日まで、令和7年度は令和7年4月1日から令

和8年3月31日まで、令和8年度は令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。

２ 乙は、契約締結日から令和6年3月31日までに、従業員の確保等、令和6年度の料金徴収業務に

係る必要な準備を行うものとする。

３ 乙は、第1項に定める各年度の料金徴収期間開始日の6日前までに、従業員に対して委託業務に係

る事前研修を行うものとする。

４ 乙は、第1項に定める各年度の料金徴収期間開始日の2ヶ月前までに、前項の事前研修に関する研

修期間、研修内容等を記載した研修体制計画書を甲に提出しなければならない。なお、令和6年度の

料金徴収業務に係る研修体制計画書は、契約締結後1ヶ月以内に提出するものとする。

５ 乙は、第3項の事前研修に際して、甲が別途配布する「 料金徴収業務マニュアル」 を本契約に関す

る全ての従業員に予め配布し、その内容を把握させた上、遵守させなければならない。事前研修以降

に雇用した従業員に対しても同様に研修を行うものとする。

６ 乙は、研修の実施後、第1項に定める各年度の料金徴収期間開始日の5日前までに、研修期間、研

修参加者氏名、研修内容を記載した研修報告書を甲に提出しなければならない。

７ 甲は乙に委託料を令和5年度は支払わない。静岡県道路公社料金徴収業務委託契約約款（ 以下「 約

款」 という。） 第４条第１項に規定する月別資金計画書に基づき、全額を令和6年度以降に支払う。

（ 所轄事務所）

第４条 約款でいう所轄事務所は、静岡県道路公社東部管理センターとする。

（ 料金所）

第５条 約款第2条第1項第1号の甲が定める料金所は修善寺料金所及び大仁料金所とし、その位置は

別紙2及び別紙3のとおりとする。

（ 指定金融機関及び納入方法）

第６条 約款第7条第3項の甲が指定する金融機関口座への納入方法は表－1のとおりとする。

表－１ 金融機関口座納入方法



（ 領収書用ロール紙）

第７条 約款第8条第1項における通行券等には、領収書用ロール紙を含むものとする。

（ 責任者の配置）

第８条 約款第11条第1項の責任者は、有料道路「 修善寺道路」 大仁料金所へ配置し、有料道路「 修

善寺道路」 の業務について、その責務を負う。

（ 事務補助者の配置）

第９条 約款第12条第1項の事務補助者は、有料道路「 修善寺道路」 修善寺料金所へ配置し、その業

務に関する責務を行う。

（ 料金徴収時間）

第10条 約款第14条第1項第2号の料金徴収時間は表－2のとおりとする。

表－２ 道路別料金徴収時間

道路別 曜日別 料金所別 徴収を行う車両 時 間

有料道路

「 修善寺道路」
全 日

修善寺料金所 上下線 6： 00～22： 00

大仁料金所 上下線 6： 00～22： 00

（ 徴収する料金等）

第11条 約款第14条第1項第2号の料金及び回数券の料金は別表1から別表1-13まで、車種区分は

別表2のとおりとする。

（ 領収日付印）

第12条 乙は、約款第14条第1項第6号の甲が支給する領収日付印の印影が明瞭でなく なった場合は、

速やかに甲に連絡すること。

（ 異常気象時等の措置）

第13条 約款第17条の乙が行う異常気象時等の措置は表－3のとおりとする。

表－３ 異常気象時等の措置

項 目 措 置

異常気象時
災害が発生した

時

甲の指示により料金所の進入レーンにバリケード及

び通行止規制標識（ 301）（ 約款別紙９） を設置する

地震発生時

伊豆の国市・ 函

南町で震度 5 弱

以上の地震を観

測し気象庁が発

表した時

甲の指示により修善寺料金所及び大仁料金所の進入

レーンにバリケード及び通行止規制標識（ 301） を設

置する

東海地震注意情報発表時 甲の指示により甲が配置した看板を設置する

金 融
機関名等

金融機関名 スルガ銀行伊豆中央支店
口座番号
口座名義 静岡県道路公社

東部管理センター
出納員

納入方法 甲指定機関が集金

金融機関
集金回数

週3回（ 月・ 水・ 金曜日） の金融機関営業日

金融機関の
集金場所

有料道路「 修善寺道路」
大仁料金所事務所



東海地震警戒宣言発令時

２ 乙は、前項のほか異常気象時に次のことを行う。

（ １）利用者から災害、積雪、路面凍結等の発生情報を得た場合、後続2～3台からも情報を確認し、

速やかに甲に報告する。ただし、所轄事務所の勤務時間外の場合は、甲が別途定める非常連絡系

統図により報告するものとする。

（ ２） 甲から求められた場合、料金所の積雪量、気温等を報告する。

（ ３）積雪時等に甲から求められた場合、料金所の進入レーンにバリケード及び通行止規制標識（ 301）

を設置する。

（ ４） チェーン必要時の場合、非装着車両に対し、装着について注意・ 喚起する。

（ ５） 利用者からの通行規制情報問い合わせに対応する。

（ ６） 異常気象により料金徴収を行うことが不可能な場合、乙は甲に報告し、その指示に従う。

（ ７） 雨量規制等による通行止め措置がされた場合には、乙は徴収員を料金所に配置せずに、料金所

事務所で待機させる。

（ 清掃等）

第14条 約款第18条の乙が行う清掃等の範囲は、別紙2及び別紙3に示したとおりとする。

（ 貸付施設等）

第15条 約款第26条第1項の甲から乙への貸与施設等は別表3のとおりとし、同表の管理分担により

維持管理を行う。ただし、事務所及び料金所については、乙は別表4掲載の項目によりその修理を行

わなければならない。

２ 乙は、火の元責任者を決め、業務終了後事務所等から退出、または、宿直の際は、あらかじめ甲の

同意を得た戸締り当番日誌を作成し、電気、火の元及び戸締り等を確認し、防犯、火災防止等に努め

なければならない。ただし、火の元責任者が休暇日の場合は、乙は代替者を配置する。なお、貸与施

設内においては、禁煙とする。また、乙はあらかじめ非常時連絡系統図を作成し、非常時には速やか

に連絡をすること。

（ 費用負担）

第16条 約款第27条の甲が負担する費用は別表3に明記されたもののほか次のとおりとする。

（ １） 火災保険料

（ ２） 電気使用料

（ ３） 水道使用料

（ ４） 領収書発行機に関する保守及び消耗品費用

（ ５） 防犯・ 非常通報警備システム機器による警備委託費用（ 電話回線による通信料を除く ）

（ ６） ゴミ処分費用（ 乙の持込物により生じたゴミを除く ）

（ 時間別通行台数内訳表）

第 17 条 乙は、有料道路「 修善寺道路」 の方向別、時間別の通行台数を集計処理機により発行し、毎

日、前日分を甲に提出するものとする。



（ 領収書発行機等の異常に関する措置及び報告）

第18条 乙は、領収書発行機、道路照明及び信号機に異常を認めたときは、直ちに甲に報告しその指示

を受けなければならない。ただし、軽微なもので簡単に修理できるときはこの限りでない。

２ 乙は、領収書発行機等が故障により徴収ができない場合は、通行券で通行料金を徴収する。

（ トンネル防災設備操作盤）

第19条 乙は、修善寺料金所事務所内の監視操作卓、監視制御盤、防災受信盤で警報音が鳴り、異常、

故障のランプが点灯した場合、また、防災通報（ 防災受信盤の火災灯・ 区画灯の点灯、電話等） があ

った場合には、直ちに甲に報告すること。ただし、所轄事務所の勤務時間外の場合は、甲が別途定め

る非常連絡系統図により報告するものとする。

２ 乙はトンネル内での工事・ 作業時及び事故発生時に、甲の指示及び利用者の要請があった場合は直

ちに監視制御盤により、トンネル前後のトンネル警報表示盤を表示するものとする。

３ 同条第1項及び第2項は営業時間外についても適用する。

（ 道路巡回）

第20条 乙は、甲が別に定める「 道路巡回要領」 に基づき、約款第24条の2第1項各号に掲げる日に

道路巡回を行うものとする。

（ 観光案内）

第 21 条 乙は、積極的に伊豆の観光情報の把握に努め、利用者に対し真摯に観光案内を行うものとす

る。

（ ＥＴ Ｃ多目的利用サービス）

第23条 乙は約款第２条に定める業務として、ＥＴ Ｃ多目的利用サービス「 ＥＴ ＣＸ」（ 以下

「 ＥＴ ＣＸ 」 という。） による自動料金徴収における、ＥＴ ＣＸの機器に関する動作状況の監視・ 確

認及び制御を行うものとする。


